
・20人未満の利用（集会、お花見、食事会等）

・イベント等の利用で、松本市からの減免依頼が出ているもの

・学校行事及び町会行事

・20人以上の利用（集会、お花見、食事会等）[1日 2090円　4時間以内 1040円]

・写真家に撮影費を払って撮影しているもの[写真 1150円/1ヵ月　動画 940円/1時間]

・販売行為を生業としていない者が行うフリーマーケット等　[1日 2090円　4時間以内 1040円]

・公園の一部を占用する場合は別途占用料がかかる場合もございます。　 　

・その他不明な点は公園緑地課（0263-34-3254）へお問い合わせください。

公園利用許可申請例

無料

(申請不要の場合もあり）

有料


